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環 境 経 営 方 針 
 

経営理念 

トータルケア・システム株式会社は、紙おむつの水溶化処理及び、リサイクルの事業活

動を通じて「快適な暮らしと健康」、「地球環境への調和」を掲げ、全従業員が事業活動の

あらゆる面で、地球環境に影響を与えている事を配慮して行動します。 

 

環境方針 

１．環境経営システムを構築し、重点的なテーマとして次の事項を環境経営目標に設定し

取り組みます。 

（1）事務所のエネルギー（電気）及び水使用量の削減 

（2）回収資源の有効活用と廃棄物排出量の削減 

（3）処理システムの改善を進め、使用水、電気、ガスの使用量の削減 

（4）車両用燃料（ガソリン、軽油）使用量の削減 

（5）化学物質の適正管理 

２．環境関連法令と当社が同意した協定などを遵守します。 

３．行政機関・団体等の環境保全施策に協力するとともに、地域社会における環境保全活

動に対し積極的に参画し、社会貢献活動を推進します。 

４．環境経営レポートを作成し、環境への取組の状況を公表します。 

５．環境経営の取組を定期的に評価し、見直し結果に基づき継続的改善を図ります。 

 

 

 

 

制定日  2008 年 11 月  1 日 

改定日  2015 年 11 月 12 日 

2020 年  9 月  1 日 

      

      

        トータルケア・システム株式会社 

        代表取締役  長 武志 
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１．組織の概要 

（1）事業所名  トータルケア・システム株式会社 

代表者氏名 代表取締役 長 武志 

 

（2）所 在 地 

 

 

 

 

 

（3）環境管理責任者 ラブフォレスト大牟田 工場長 

連絡先    〒836-0011 大牟田市健老町 466-1(大牟田エコタウン内） 

       TEL 0944-41-1231 FAX 0944-41-1230 

 

（4）設立年月日  平成 13 年 11 月 

 

（5）資本金  185,000 千円 

 

（6）許可内容  産業廃棄物処分業（大牟田市） 

許可番号 7821112932 

許可の年月日 令和 1 年 8 月 19 日 

許可の有効年月日 令和 6 年 8 月 18 日 

処分の方法 ① 水溶化分離 ②圧縮梱包 ③破砕乾燥 

取り扱う産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 
      

一般廃棄物処理施設設置許可（大牟田市） 

許可番号 一廃第 9 号 

許可の年月日 平成 23 年 3 月 31 日 

施設の種類 その他一般廃棄物処理施設(水溶化分離施設） 

一般廃棄物の種類 ごみ（使用済紙おむつに限る） 
  

許可番号 一廃第 10 号 

許可の年月日 平成 23 年 3 月 31 日 

施設の種類 その他一般廃棄物処理施設(圧縮梱包） 

一般廃棄物の種類 ごみ（使用済紙おむつに限る） 
      

産業廃棄物収集運搬業許可（大牟田市） 

許可番号 07801112932 

許可の年月日 令和 1 年 8 月 27 日 

許可の有効年月日 令和 6 年 8 月 26 日 

事業の区分 積替え・保管を含まない 

取り扱う産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く) 

本     社 〒812-0881 福岡市博多区井相田 1 丁目 10 番 40 号※2019.10.15 移転 

  TEL 092-588-3365 FAX 092-588-3364 

大 牟 田 工 場 〒836-0011 大牟田市健老町 466-1 

  TEL 0944-41-1231 FAX 0944-41-1230 

大牟田第二工場 〒836-0011 大牟田市健老町 459-2 
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事業の用に供するすべての施設   

施設の種類 ①水溶化分離 ②圧縮梱包 ② 破砕乾燥 

設置年月日 2004 年 8 月 19 日 2006 年 8 月 8 日 2015 年 11 月 20 日 

設置場所 大牟田市健老町 466 番 1 

処理能力 20t／日(12 時間) 9t／日(12 時間) 4.7t/日(12 時間) 

 

（7）事業内容  使用済み紙おむつのリサイクル 

 

（8）事業の規模                           （事業年度:前年 10 月～9 月） 

 
単位 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

処 理 量 ｔ 5,030 4,999 4,844 

売 上 高 百万円 267 264 262 

従 業 員 人 22 21 19 

床 面 積 ｍ2 1,735 1,735 1,735 

廃棄物処理料金 円／kg 契約により決定 

※おむつの排出元について 

産廃：福岡、佐賀、熊本、鹿児島県の約 200 の病院福祉施設 

一廃：大木町、みやま市 

 

（9）EA21 組織図 

 

 

 

           

            

  

             

 

 

（10）対象範囲 

全組織・全活動を対象とする 

１．所在地 

 本     社：福岡県福岡市博多区井相田 1 丁目 10 番 40 号 

 大 牟 田 工 場：福岡県大牟田市健老町 466-1 

 大牟田第二工場：福岡県大牟田市健老町 459-2 

２．活動 

紙おむつリサイクル 

  

【代表者】 
社長 

【環境管理責任者】 本社 

【事務局】 

【事務部門】 

【企画部門】 

【作業部門】 

大牟田工場・大牟田第二工場 
【EA21 委員会】 
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(11) 施設等の概要 

1．水溶化処理システム（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．保有車両（種類・台数） 

①ユニック（3ｔ） 1 台 

②ダンプ（3ｔ）  1 台 

③フォークリフト  3 台 
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2019年度 2021年度 2022年度 2024年度

基準年 実績 実績 目標 実績 目標

kg-CO2 589,551 606,151 535,657 589,551 544,827 589,551

kg-CO2/t 114.5 120.5 107.1 115.8 112.5 115.8

kWh/月 122,350 136,990 120,184 122,350 123,465 122,350

kg/t 18.4 19.6 18.4 18.4 17.1 18.4

L/月 176.8 130.8 75.8 176.8 47.1 176.8

kg/月 96 143 110 92 81 90

トン/t 0.39 0.42 0.44 0.42 0.45 0.42

ｍ3/t 8.5 9.3 9.6 9.1 10.1 9.0

ｍ3/月 45.5 46.5 46.1 45.5 48.1 45.5

ｍ3/t 7.7 7.9 8.0 7.4 8.5 7.3

総排水量の1%削減

（上水使用量の現状維持）

（工業用水の1%削減）

（電気使用量の削減）

（LPG使用量の現状維持）※

（本社ガソリン使用量の現状維持）

廃棄物
の削減

一般廃棄物の1%削減※

産業廃棄物の1%削減※

二酸化炭素排出量削減

目　　標
単　　　位
処理量当り

2023年度

二酸化炭素総排出量

２．環境経営目標とその実績 

2022 年 10 月～2023 年 9 月の環境経営目標と中長期目標を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※九州電力 2018 年度調整後排出係数 0.347kg-CO2/kWh  

※二酸化炭素排出量削減の処理量当たりの実績は処理量（2019 年：5,148ｔ 2021 年：5,030t、2022 年：

4,999t、2023 年：4,844t）として算出した。 

※2022 年以降の二酸化炭素排出量の目標値を 2020 年 10 月以降の破砕乾燥機の稼働状況を基準に設（基準

としての選定理由：2020 年 10 月の破砕乾燥機の処理能力がこの年で一番高かった為） 

※電気・LPG・燃料使用量の削減は大牟田工場のみを対象とした。 

※LPG の計算方法について、【LPG 使用量(㎏）÷パルプシート生産量（t）】 

※一般廃棄物の算出方法：【(本社一廃排出量/年+工場一廃排出量/年)÷12】 

※産業廃棄物排出量の算出方法：【（SAP 排出量/年+プラ排出量/年+汚泥排出量/年）÷紙おむつ処理量/年】 

環境経営目標である『二酸化炭素排出量』、『廃棄物排出量』、『総排水量』を処理量当りの排出量でグラフに

した。また『社会貢献』、『化学物質使用量』、『グリーン調達』について目標と実績を以下に示す。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標、実績：CO2 排出量原単位（kg-CO2/紙おむつ処理量）】、【排出量：実排出量（kg-CO2）】 

※CO2 排出量の排出係数：九州電力 2018 年調整後排出係数「0.347 ㎏-CO2/kWh]を使用 

※2022 年以降の CO2 目標値：破砕乾燥機の稼働状況の効率が良い 2021 年 10 月の値を基準に設定 
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【目標、実績：廃棄物排出量原単位（t/紙おむつ処理量）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値、実績：下水道放流量原単位（㎥/紙おむつ処理量）】 

 

 

 

・社会貢献活動を推進します。 ・・・実施中 

・化学物質の適正管理に取り組みます。  ・・・実施中 

・グリーン調達、廃棄物リサイクルに取り組みます。 ・・・実施中 
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10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

不要運転の排除

照明の適正化

LPG使用量の現状維持 使用量のチェック、管理

本社ガソリン使用量の

現状維持
本社 アイドリングストップ 八山

事業系一廃排出量の削減 工場 分別の徹底

事業系産廃排出量の削減 工場 プラ・SAPの排出量削減

上水使用量の現状維持 工場 節水の呼びかけ 中島

工業用水使用量のチェック

水質管理の徹底

各薬品使用量の現状維持 工場 使用量の徹底管理 中島

歩留まり改善 工場 パルプ回収率の向上 中島

清掃活動 工場 周辺地域の清掃活動に参加 中島

前原

目標 場所 項目 責任者
2023年度

（１）二酸化炭素排出量の削減

電気使用量の現状維持

工場 前原

（２）廃棄物排出量の1％削減

（６）社会貢献活動の推進

（３）総排水量の1％削減

工業用水使用量の削減 工場 前原

（4）化学物質使用量の適正管理

（５）受託した産業廃棄物に関する項目

3．主要な環境経営計画の内容（2023 年度の取組み及び次年度の取組） 

 

 2023 年度の環境経営計画の取組内容は以下のとおりである。また、次年度の取組内容も

2023 年度と同様の内容を継続して実施することとする。 
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基準年

(2019年度) 目　標 実　績

kg-CO2 589,551 589,551 544,827

kg-CO2/t 114.5 114.5 112.5

kWh/月 122,350 122,350 123,465

kg/t 18.4 18.4 16.8

L/月 176.8 176.8 47.1

トン/t 0.39 0.35 0.45

kg/月 96 103 81

トン/t 0.35 0.35 0.45

ｍ3/t 8.5 9.1 10.1

ｍ3/月 45.5 45.5 48.1

ｍ3/t 7.7 7.5 8.5

総廃棄物排出量の1%削減

△（一般廃棄物の1%削減）

（産業廃棄物の1%削減）

総排水量の1%削減

×（上水の削減）

（工業用水の1%削減）

二酸化炭素実排出量

〇
二酸化炭素排出量削減

（電気使用量の削減）

（LPG使用量の削減）

（本社ガソリン使用量の削減）

目　　標
単　　　位

処理量当り

2023年度 目標達成の

判　　　定

4．環境活動の取組み結果の評価 

2022 年 10 月～2023 年 9 月における目標に対する実績は次のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※九州電力 2018 年度調整後排出係数 0.347kg-CO2/kWh 

※二酸化炭素排出量削減の処理量当たりの実績は 2021 年度処理量 5,030 トンとして算出した。 

※電気・LPG・燃料使用量の削減は大牟田工場のみを対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コメント】 

電気使用量については、乾燥機の故障により想定していた結果よりも低い結果だったが基準年を

下回ることが出来なかった。しかし、シートの生産枚数の増加による LPG の効率的な使用と本社

のガソリン使用量が減少したため、処理量あたりで見た CO2 排出量は減少した。 

廃棄物排出量については、梱包資材に使用されるプラスチック素材の分別強化とウエスを廃棄す

る前に乾燥を行う事で大きく排出量削減に繋がった。産業廃棄物については更新したプラ脱水機の

運転最適化を進めており来期まで様子を見ていく必要がある。  
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目標 場所 項目 取組状況 評　価

不要運転の排除 〇

照明の適正化 〇

　LPG使用量の現状維持 使用量のチェック、管理 〇

　本社ガソリン使用量の現

状維持
本社 アイドリングストップ 〇

　事業系一廃排出量の削減 工場 分別の徹底 〇

　事業系産廃排出量の削減 工場 プラ・SAPの排出量削減 △

　上水使用量の現状維持 工場 節水の呼びかけ 〇

工業用水使用量のチェック 〇

水質管理の徹底 〇

　各薬品使用量の現状維持 工場 使用量の徹底管理 〇
日々の使用量を管理し、異常があった
場合はすぐに対応出来ている。

　歩留まり改善 工場 パルプ回収率の向上 △
パルプの歩留まりが低下している原因が
掴めていない。来期はDX化等を進め原
因究明に努めたい。

　清掃活動 工場 周辺地域の清掃活動に参加 〇
エコタウン主催の清掃活動に参加した
り、自主的に周辺の植木の剪定や清掃
が行われている。継続して取り組む。

（１）二酸化炭素排出量の現状維持

　電気使用量の現状維持

工場
LPGとガソリン使用量については削減効
果が出ており活動の成果が出た。電気
使用量については目標は達成出来な
かった。基準年と目標値の設定が適切
ではない可能性がある為、見直したい。

（２）廃棄物排出量の1％削減

一廃の分別については梱包資材の分別
とウエスの乾燥を行う事で排出量を抑え
ることが出来た。
プラ脱水機については運転の最適化に
努める。

（３）総排水量の1％削減

機器のメンテナンスや清掃、実験が増え
たことで水を使用する場面が増えた。基
準年や目標値を見直したい。　工業用水使用量の削減 工場

（4）化学物質使用量の適正管理

（5）受託した産業廃棄物に関する項目

（6）社会貢献活動の推進

５.環境経営計画の取組み結果 
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６．事業評価「CO2 削減量の維持」 

当社の事業の特徴として使用済紙おむつを焼却することなくリサイクルしている、更に使用済紙お

むつから再資源化した再生パルプを製造・販売しており、再生パルプは建築資材の原料として再利用さ

れている。建築資材として再利用されることで CO2 を固定化でき、さらに製品ライフサイクルが長寿

命化することから、アップサイクルが実現出来ている。 

使用済紙おむつをリサイクルしなかった場合、使用済紙おむつは焼却されることとなる。一方、建築

資材に使用されるパルプは森林を伐採し、バージンパルプを製造することとなり、より多くの CO2 が

発生する。 

そこで、紙おむつリサイクルの水溶化処理システムに対する比較対象を焼却とバージンパルプ製造

として、CO2 発生量を比較し、事業評価とする。 

 

ａ）システム境界 

今回、CO2 発生量を比較するシステム境界は、大牟田工場で行っている水溶化処理システムのみ

とし、その水溶化処理システムと直接対比できる紙おむつの焼却、バージンパルプ製造を比較対照と

した。 
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水溶化処理システム 比較対照 水溶化処理システム 比較対照

水溶化処理システム 比較対照
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△α

△σ

△β

❶

❷

 

ｂ）水溶化処理システムのエネルギー使用量増減による比較対照システムとの関係 

使用済紙おむつの処理量が増加することが当社の事業活動としては向上であるが、使用エネルギ

ーが増加する為、CO2 排出量の増加につながる。しかし、リサイクルしなかった場合の比較対照で

の CO2 発生想定量との関係で考えることが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 使用エネルギー増加 △α＜△σ 

水溶化処理システムの紙おむつ処理量と再生パルプ

の生産量が増加することで、比較対照システムで同量

のおむつを処理した場合の CO2 発生想定量が増加 

処理量が増えるほど△σが大きくなる 

⇒環境への CO2 排出量減少（効率の向上） 

 

② 使用エネルギー減少 △α＞△β 

水溶化処理システムの紙おむつ処理量と再生パルプ

の生産量が減少することで、比較対照システムで同量

のおむつを処理した場合の CO2 発生想定量が減少 

処理量が減少するほど△βが小さくなる 

⇒環境への CO2 排出量が増加（効率の低下） 

   

   

 

 

     

     

 

 

当社の場合、単純にエネルギー使用量を減少させ CO2 排出量を減らすだけではなく、比較対

照システムとの差を評価することが重要であり、差を拡大させることで環境負荷（CO2 排出量）

を減らすことが出来る。 
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ｃ）CO2 削減量の維持実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［評価］基準年に対し 2023 年度の実績は、水溶化処理システムでの CO2 排出量は減少したが、比較

対照の CO2 発生想定量も減少した（前ページのパターン②）ため、CO2 削減量は

+278,027kg-CO2 となった。これは、施設の老朽化に伴う設備の故障で稼働率が落ちている

ことが原因である。 

＜CO2 排出原単位の出典先＞ 

  

項目 出典

電力 当社実績による

軽油 当社実績による

LPG 当社実績による

工業用水 建築学会DB

放流水 建築学会DB

化学物資 産業環境管理協会DB

焼却 産業環境管理協会DB

廃棄物焼却（プラ） 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル

バージンパルプ 産業環境管理協会DB
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要求内容 判定

第十二条3 マニフェストの5年間保管 〇

第十四条 契約書に許可書写しを添付 〇

施行令第6、8条 排出者・受託者との契約 〇

第十五条 帳簿の記載と5年間保存 〇

施行令第7条 事業免許の更新、変更届 〇

紙おむつの諸医療の制限　5ｔ/日

施設使用前検査を受ける

下水道法放流基準(ppm)

BOD：600以下、SS：600以下

T-N：120以下、T-P：16以下

上記を超えないこと

消防法 第十七条 消火器、パッケージ型消火設備の外部による検査 〇

騒音規制法 敷地境界線70dB以下 〇

悪臭防止法 敷地境界線で悪臭防止 〇

廃棄時の適切な引渡し

処理料金の支払い

自動車リサイクル法 第八条 使用済み自動車の引渡し義務 〇

第十一条第一項 保管における盗難対策 〇

第十二条第三項 劇物の表示 〇

簡易点検の実施

フロン類の漏えい時の対応

点検及び整備に係る記録

第四十三条第一項 〇

第二項 〇

第三項 〇

則第三十二条 廃棄時、それぞれの写しを3年間保存 〇

計量法 第十九条 2年に1度定期検査の実施 〇

〇

第四十一条
廃棄時に、第一種フロン類充填回収業者へのフロン

類を引き渡す際は必要事項を記載
〇

廃棄時、フロン類の引渡を他の者に委託する契約を

締結した場合、委託確認書の交付

毒物及び劇物取締法

フロン類の使用の合理化

及び管理の適正化に関す

る法律

(フロン排出抑制法)

第十六号第一項

第三十七号第一項

〇

整備時に、第一種フロン類充填回収業者へフロン類

充填の委託

第三十九号第一項
整備時に、第一種フロン類充填回収業者へフロン類

回収の委託

〇

〇

下水道法

大牟田市条例

第八条

第十二条

〇

家電リサイクル法 第六条 〇

法律名

廃棄物処理法

産業廃棄物

大牟田市以外の使用済み紙おむつの受け入れ処理

は、大牟田市外の市町村が一般家庭から収集したも

のに限る。

第八条
廃棄物処理法

一般廃棄物

７．環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

摘要される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。また、関係当局より

の違反等の指摘、利害関係者よりの訴訟も、過去 3 年間ありませんでした。 
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８．代表者による全体の取組状況の評価及び見直し・指示の結果 

 

◇評価 

〇前年度の指示事項、及び審査結果に対する改善事項 

再利用水の流量計を瞬時流量計から積算流量計に更新した。その結果、再利用水の使用量や排水処

理設備への流入量を把握出来るようになった。工業用水の使用量削減効果や放流量の調整が数値根

拠を持って確認出来るようになった。 

 

〇環境取組は適切に実施されているか 

関連法令を遵守し、行政機関等の工場見学依頼も可能な限り受入れることで、各地域の環境保全政

策の一助となるよう努めた。２０２３年８月には環境省から『使用済紙おむつの再生利用等の推進プ

ロジェクト検討結果取りまとめ』が公表されたが、事業実施企業からの意見を求められるなか、１８

年の実績から経験した課題を環境省と共有し、環境保全に貢献した。 

 

〇環境経営システムが有効に機能しているか 

重点項目について従業員一丸となって取り組んでいる、その中で、産業廃棄物排出量の削減につい

て特に力を入れて取り組んで来たが、目標を達成することができなかった。設備の故障など予期せぬ

要因が発生したためであるが、その予期せぬ事態の発生を未然に防ぐシステムを構築する必要があ

る。 

 

◇変更の必要性と指示 

 〇その他の環境経営システムの要素 

 環境方針を見直し、工場全体の CO2 排出量を焼却処理と比較した独自の CO2 削減評価を追加す

る。 


